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６ 産業振興・観光・労働・国際化・職業能力開発等 

                                （産業労働観光部） 

審議会等の名称 栃木県中小企業振興審議会 附属機関 

事務局担当課 産業労働観光部産業政策課 ℡ 028-623-3203 

設 置 根 拠 等 栃木県附属機関に関する条例 

設 置 年 月 日 昭和 53（1978）年１月１日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 30 名以内 

選任  0 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 知事の諮問に応じて、中小企業の振興に関する基本的施策について総合

的に調査審議する 

 

審議会等の名称 栃木県伝統工芸品振興協議会 附属機関以外 

事務局担当課 産業労働観光部工業振興課 ℡ 028-623-3199 

設 置 根 拠 等 栃木県伝統工芸品振興協議会設置要領 

設 置 年 月 日 昭和 60（1985）年９月 30 日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 13 名 

公開・非公開 部分公開 

審 議 事 項 等 １ 栃木県伝統工芸品の指定、変更及び解除についての協議（非公開） 

２ その他伝統工芸品産業の振興に関することについての協議（公開） 

 

審議会等の名称 大谷石採取場跡地安全対策協議会 附属機関以外 

事務局担当課 産業労働観光部工業振興課 ℡ 028-623-3197 

設 置 根 拠 等 大谷石採取場跡地安全対策協議会設置要領 

設 置 年 月 日 平成２（1990）年１月 12日 委 員 数 定数 15 名 

選任 15 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 観測システムの管理運営に関すること 

２ 採取場跡地の実態把握に関すること 

３ 陥没メカニズムの調査手法の検討に関すること 

４ その他採取場跡地の安全対策に関すること 
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審議会等の名称 栃木県科学技術振興会議 附属機関以外 

事務局担当課 産業労働観光部工業振興課 ℡ 028-623-3192 

設 置 根 拠 等 栃木県科学技術振興会議設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 11（1999）年７月 22 日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 25 名 

選任  0 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 科学技術の振興に関する基本的な方向に関すること 

２ 科学技術の振興に関する基本的な施策に関すること 

３ 科学技術の振興に関する研究開発の推進に関すること 

４ その他科学技術の振興に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県中小企業調停審議会 附属機関 

事務局担当課 産業労働観光部経営支援課 ℡ 028-623-3173 

設 置 根 拠 等 中小企業団体の組織に関する法律第 81条 

栃木県附属機関に関する条例 

設 置 年 月 日 昭和 33（1958）年 10 月 30 日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 30 名以内 

選任  0 名 

公開・非公開 公開・非公開未決定 

審 議 事 項 等 知事の諮問に応じて、法第 82条に規定する組合協約に関する重要事項、

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に

関する法律第６条３項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者

の経営の安定に及ぼす影響等並びに中小企業協同組合法第９条の２の２

第４項に規定するあっせん又は調停について調査審議する 

 
審議会等の名称 栃木県大規模小売店舗立地審議会 附属機関 

事務局担当課 産業労働観光部経営支援課 ℡ 028-623-3175 

設 置 根 拠 等 栃木県附属機関に関する条例 

設 置 年 月 日 平成 12（2000）年６月１日 委 員 数 定数 10 名以内 

選任  7 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 大規模小売店舗の立地に伴い、周辺地域の生活環境の保持のために店舗

設置者が配慮すべき事項について調査審議する 
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審議会等の名称 栃木県国際戦略推進専門委員会 附属機関以外 

事務局担当課 産業労働観光部国際経済課 ℡ 028-623-2195 

設 置 根 拠 等 栃木県国際戦略推進専門委員会設置要綱 

設 置 年 月 日 令和２（2020）年３月 19日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 15 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 栃木県国際戦略の策定に関すること 

２ その他本県の国際化に関すること 

 
審議会等の名称 栃木県職業能力開発審議会 附属機関 

事務局担当課 産業労働観光部労働政策課 ℡ 028-623-3234 

設 置 根 拠 等 職業能力開発促進法 91条第１項 

栃木県職業能力開発審議会条例 

設 置 年 月 日 昭和 44（1969）年 10 月１日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 12 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 知事の諮問に応じて、職業能力開発計画、その他職業能力開発に関する

重要事項を調査審議し、必要と認める事項を関係機関に建議する 

  


